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令和２年度答申第４０号 

令和２年９月３０日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第４２号（令和２年９月９日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 中小企業退職金共済法１０条５項に基づく退職金減額不認定処分に関す

る件 

  

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当と

はいえない。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

  本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、中小企業退職

金共済法（昭和３４年法律第１６０号。以下「中退共法」という。）１０条

５項に基づき、懲戒解雇により退職した被共済者（以下「本件被共済者」と

いう。）の退職金の額を減額して支給することの認定申請（以下「本件認定

申請」という。）をしたところ、厚生労働大臣（以下「処分庁」又は「審査

庁」という。）が、本件認定申請を不認定とする処分（以下「本件不認定処

分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求を

した事案である。 

２ 関係する法令の定め 

（１）中退共法は、中小企業者の拠出による従業員の退職金共済制度として、

中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）



 

2 

 

 

との間で、従業員を被共済者（事業主が機構との間で締結した退職金共済

契約（事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇

用する従業員の退職について退職金を支払うことを約する契約をいう。以

下同じ。）に基づき、機構がその者の退職について退職金を支給すべき者

をいう。以下同じ。）として締結する退職金共済契約について規定してお

り、中退共法１０条１項は、機構は、被共済者が退職したときは、その者

に退職金を支給する旨規定する。 

（２）中退共法１０条５項は、被共済者がその責めに帰すべき事由により退職

し、かつ、共済契約者（退職金共済契約の当事者である事業主をいう。以

下同じ。）の申出があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従

い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、退職金の額を減額

して支給することができる旨規定する。 

（３）中小企業退職金共済法施行規則（昭和３４年労働省令第２３号。以下

「中退共規則」という。）１８条は、上記（２）の厚生労働省令で定める

基準は、次の各号のとおりとする旨規定し、「窃取、横領、傷害その他刑

罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損害を加え、その名誉若し

くは信用を著しくき損し、又は職務規律を著しく乱したこと。」（同条１

号）、「秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反した

こと。」（同条２号）及び「正当な理由がない欠勤その他の行為により職

場規律を乱したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があった

こと。」（同条３号）を掲げている。 

（４）中退共規則２１条１項は、共済契約者は、上記（２）の認定を受けよう

とするときは、被共済者の退職事由が上記（３）の各号の一に該当するも

のであることを明らかにした退職金減額認定申請書を厚生労働大臣に提出

しなければならない旨規定する。 

３ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、機構との間で退職金共済契約を締結した共済契約者とし

て、令和元年６月６日、処分庁に対し、本件被共済者の退職事由を「横領

行為・不正経理行為による懲戒解雇」として本件認定申請をした。 

（退職金減額認定申請書） 

（２）処分庁は、令和元年８月９日、本件認定申請に対し、本件不認定処分を

した。不認定通知書には、処分の理由として、「提出された資料からは、
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被共済者の退職事由について、中小企業退職金共済法施行規則第１８条各

号で定める基準に該当する事実を確認できない。」と記載されている。 

（不認定通知書） 

（３）審査請求人は、令和元年１１月７日、審査庁に対し、本件不認定処分を

不服として、本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（４）審査庁は、令和２年９月９日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして、本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

４ 審査請求人の主張の要旨  

（１）本件被共済者は、審査請求人と雇用契約をしていない本件被共済者の配

偶者に稼働をさせつつ、加えて稼働実態のない賃金計算を行っていた。ま

た、勝手に自身の賞与額を上乗せしていた。 

   以上のような横領が認められたため、本件被共済者を懲戒解雇した。 

（２）審査請求人は、上記（１）の本件被共済者の横領行為により、重大な損

害を被り、信用を著しくき損された。 

このことは、中退共規則１８条の退職金減額の認定基準に当たると考え

られることから、本件不認定処分は違法であり、その取消しを求める。 

（審査請求書、反論書） 

第２ 審査庁の諮問に係る判断  

審査庁の判断は、おおむね以下のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨

である。 

１ 審査請求人は、本件被共済者について、審査請求人との雇用契約がない本

件被共済者の配偶者の口座への入金による横領行為等を理由として懲戒解雇

し、本件認定申請をした。しかし、本件被共済者から、上記口座への入金は

ヘルパーへの給与等の支払のためである等の主張がなされ、処分庁は、退職

事由について当事者間に争いがあり、事実関係が客観的に明らかであるとは

認められないため、中退共規則１８条各号に従い退職金の額を減額すること

が相当である場合に当たると判断できないとして、本件不認定処分をした。 

２ 審査請求人は、本件不認定処分に対し、本件被共済者の配偶者の口座への

入金による横領行為等があった旨主張しているが、本件被共済者からは、当

該入金は、ヘルパーへの給与等の支払のためであったこと、本件被共済者の

配偶者のヘルパーとしての稼働やセミナーへの代理参加等に対する賃金であ
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ること等が主張されており、退職事由について当事者間に争いがある。また、

本件審査請求において、審査請求人から追加で資料が提出されているが、本

件被共済者の主張を明確に否定できるものではないことから、事実関係が客

観的に明らかではなく、中退共規則１８条各号に該当するとは認められない。 

３ よって、中退共法１０条５項に規定する「被共済者がその責めに帰すべき

事由」により退職したとは認められないとして行った本件不認定処分は妥当

であるから、本件審査請求は棄却されるべきである。 

第３ 当審査会の判断 

１  本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

２ 本件不認定処分の適法性及び妥当性について 

本件認定申請は、本件被共済者が「横領行為・不正経理行為による懲戒解

雇」により退職したとしてなされたものであり、処分庁は、審査請求人が提

出した資料、審査請求人が申請した退職事由についての本件被共済者からの

回答の資料等を検討するなどの調査を行った上で、中退共規則１８条１号の

認定基準である横領等刑罰法規に触れる行為が認められるかを判断すべきも

のである。 

   本件において、審査請求人は、上記「横領行為・不正経理行為」の内容に

ついて、「本件被共済者の配偶者の口座への送金総額は２０７万８８４０円

であり、そのうち配偶者の勤務実態があった賃金支給額は８万００１０円で、

差額の１９９万８８３０円は勤務実態のない不正な振込金額であった。」、

「不正な振込金額のうち４５万円は本件被共済者の賞与の一部を税金軽減の

ために配偶者の口座に送金しており、また、１０１万４７６６円は登録ヘル

パー２人の賃金の一部を税金軽減のために配偶者の口座を迂回して支払って

いた。」、「上記を除く支払の理由が不明な金額は５３万４０６４円であ

る。」としており、本件被共済者の配偶者の口座への送金のどの範囲が刑罰

法規に触れるとしているのか、すなわち、どの範囲が横領なのか、不正経理

を問題とするならばいかなる刑罰法規に触れるのか明確ではない。 

 本来であれば、申請者である審査請求人にこの点を明確にするよう求め、

認定の対象とする事実を明らかにした上で、本件被共済者に照会すべきであ

るが、処分庁は、認定の対象となる事実が明確でないまま、本件被共済者に

対し、「税金軽減のため：１４６万４７６６円、支払理由不明：５３万４０
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６４円」として照会し、回答を求めたところ、本件被共済者は、「２名の登

録ヘルパーに対して送金した額は８１万６７６６円」、「支払理由不明とさ

れた５３万４０６４円は、配偶者をヘルパーとして稼働させたことに対して

の賃金、セミナー等への代理参加の賃金、会社の事務所の整理等に対する賃

金」等と回答し、具体的にどの事実について審査請求人と本件被共済者の主

張が食い違うのか不明確なままとなっている。 

 そして、審査請求人及び本件被共済者から提出された資料について、これ

らをどのように評価して、認定基準に該当する事実が確認できないとしたの

か、その判断過程は不明である。 

  処分庁は、「審査請求人は本件被共済者の退職事由として横領行為及び不

正経理行為があると主張しているが、本件被共済者は配偶者の口座への入金

はヘルパーへの給与等の支払のためであり審査請求人も容認していたと主張

しており、事実関係が客観的に明らかであるとは認められない。」とし、認

定基準に該当する事実を確認できないとしているが、以上に照らすと、本件

不認定処分においては、認定の対象とする事実すら不明確なまま、調査を尽

くさずに、事実関係が不明確であるとの結論に至ったというほかなく、これ

を是認する審査庁の判断は、妥当とはいえない。 

 ３ まとめ 

   以上によれば、本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥

当とはいえない。 

   よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第２部会 

委   員   戸   谷   博   子 

委   員   伊   藤       浩 

委   員   交   告   尚   史 
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